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 このことについて、下記のとおり、広島県教育委員会を通じて文化庁から依頼がありましたので、

文化課において所管施設の無料公開を行います。 

 

１．文化庁からの通知内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．無料公開とする日時及び施設 

  平成 31年 2月 24日（日） 東広島市立美術館、旧石井家住宅、旧木原家住宅 
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